
【家庭版】局所的大雨（ゲリラ豪雨）等への基本的な対応について 

 

 

◆ 居所的大雨（ゲリラ豪雨）等の対応 

○ 登下校時に発生する恐れがある場合は、登下校を遅らせる場合があります。 

○ 登下校時に発生した場合は、安全な場所に身を移し安全確保をとれるように日頃より指導して

まいります。 

○ 下記の判断基準は原則であり、保護者の判断で登校を見合わせたり、遅らせたりしても構いま

せん。その際、安全確保のために自宅待機をしたり、登校を遅らせたりした場合には「欠席」や「遅

刻」の扱いとはなりません。その際には、学校にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局所的大雨（ゲリラ豪雨）が発生又は発生が予想される 

【小学校のみ】朝開放時に発生 登下校時に発生 

校門は午前７時３０分に開門 

校庭は使用せず、 
児童は安全な場所に避難 

登下校を遅らせるなどの措置 

○ 学校は、校庭の使用を取りやめ、児童を

校舎内等の安全な場所に避難させます。 

○ 家庭は、朝開放の利用を見合わせてくだ

さい。 

○ 学校はホームページと保護者連絡帳（ア

プリ）で対応について家庭に周知します。

その際、登校を遅らせる場合には、朝開放

は実施しない旨もお知らせします。 

○ 教員は、登下校時に通学路を巡回する

などを実施します。 

○ 下校時においては、必要に応じて保護者

引き取りや教員引率の集団下校などを実

施します。 

○ 既に下校を開始している児童・生徒で学
校付近にいる場合は、学校に引き返し学
校待機とします。その他の既に学校から
離れてしまっている児童・生徒は、安全な
場所に身を移し安全確保をとれるように

します。 

三鷹市避難情報「警戒レベル３」以上が発令された場合は、 
「保護者引き取り」 

○ 直ちに教育活動を停止し、保護者引き取りの準備を行います。 
○ 学校はホームページと保護者連絡帳（アプリ）で対応について家庭に周知します。 
○ 保護者引き取りを実施します。保護者引き取りが困難な児童・生徒は、学校待機と
します。 

○ 避難所が開設されます。 

在校時に発生 


